
政

令

令和元年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
交
付
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
六
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

（
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
の
取
得
）

第
二
十
七
条

情
報
照
会
者
又
は
情
報
提
供
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
照
会
者
等
」
と
い
う
。）は
、
法
第
二

十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、

当
該
取
得
に
係
る
取
得
番
号
及
び
当
該
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
に
よ
り
識
別
し
よ
う
と
す
る
特
定
の
個
人
の
個

人
番
号
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
（
次
項
に
お
い
て
「
通
知
事
項
」
と
い
う
。）を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
照
会
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
通
知
事
項
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
照
会
者
等
か
ら
通
知
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
三
十
条
に
お
い
て

同
じ
。）を
機
構
に
送
付
す
る
方
法

３

機
構
は
、
情
報
照
会
者
等
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
同
項
の
取

得
番
号
及
び
同
項
の
特
定
の
個
人
に
係
る
住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
民
票
コ
ー
ド
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
総
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

総
務
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
提

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
生
成
し
、

速
や
か
に
、
同
項
の
情
報
照
会
者
等
に
対
し
、
第
一
項
の
取
得
番
号
を
付
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
項
の
住
民
票
コ
ー
ド
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
住
民
票
コ
ー
ド
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
備
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

三

当
該
情
報
照
会
者
等
が
取
得
し
た
他
の
い
ず
れ
の
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
と
も
異
な
る
こ
と
。

四

第
一
項
の
特
定
の
個
人
に
つ
い
て
他
の
い
ず
れ
の
情
報
照
会
者
等
が
取
得
し
た
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
と

も
異
な
る
こ
と
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か

ら
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
情
報
照
会
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
六
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
十
五
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令

内
閣
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

十
一
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
（
同

条
第
七
項
（
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
十
四
号
及
び
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
六
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政

令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
、「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
を
削
り
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

二
十
七
条
第
六
項
中
「
第
二
十
条
第
六
項
」
を
「
次
条
第
五
項
」
に
、「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改

め
、
第
四
章
第
二
節
中
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
七
条
の
二

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
十
四
号
の
政
令
で
定
め
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
各
議
院
審
査
等
に
準
ず
る
手
続
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
七
条
の
三

第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
の
政

令
で
定
め
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
中
「
前
三
条
」
を
「
第
二
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
、「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
、「
法
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
二

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条
の
二
中

「
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
」
と
、

第
二
十
七
条
の
三
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条

の
二
第
八
項
」
と
」
を
加
え
る
。

別
表
中「（
第
二
十
六
条
」
を「（
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
の
八
の
二
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、「
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
二

十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
二
十
七

条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、「
か
ら
第
二
項
」
を「
か
ら
第
一
項
」に
、「
第

二
十
条
第
四
項
の
」
を
「
第
二
十
七
条
第
三
項
の
」
に
、「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
同
項
」
の

下
に
「
の
取
得
番
号
及
び
同
項
」
を
加
え
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏


